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○
環
境
省
令
第
三
十
三
号

水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災

害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
、
第
八
条
の
三
、
第
九
条
第
五
項
（

同
法
第
九
条
の
三
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
十
五
条
の
二
の
二
、
第
十
五

条
の
二
の
四
及
び
第
十
五
条
の
二
の
五
第
三
項
並
び
に
南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第

二
百
四
十
四
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
日

環
境
大
臣

若
林

正
俊

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
亜
鉛
含
有
量
の
項
中
「
五
」
を
「
二
」
に
改
め
る
。
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（
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
埋
立
場
所
等
に
排
出
し
よ
う
と

す
る
金
属
等
を
含
む
廃
棄
物
に
係
る
判
定
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
埋
立
場
所
等
に
排
出
し
よ

う
と
す
る
金
属
等
を
含
む
廃
棄
物
に
係
る
判
定
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
八
年
総
理
府
令
第
六
号
。
以
下
「
埋
立
場

所
等
排
出
廃
棄
物
判
定
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
第
十
一
項
中
「
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
る
。

（
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十

総
理
府

二
年

令
第
一
号
。
以
下
「
最
終
処
分
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

厚
生
省

別
表
第
一
の
亜
鉛
含
有
量
の
項
中
「
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
る
。

（
南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
総
理
府
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。
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別
表
第
八
の
亜
鉛
含
有
量
の
項
中
「
五
以
下
」
を
「
二
以
下
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

附
則
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
き
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
特
定
事
業
場
（
水
質
汚
濁
防
止
法

第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
場
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
公
共
用
水
域
に
排
出

さ
れ
る
水
（
以
下
「
排
出
水
」
と
い
う
。
）
の
汚
染
状
態
に
つ
い
て
の
水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
排
水

基
準
（
以
下
単
に
「
排
水
基
準
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か

ら
五
年
間
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
改
正
後
の
排
水
基
準
省
令
」
と
い
う

。
）
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２

附
則
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
業
種
（
下
水
道
業
を
除
く
。
）
に
属
す
る
特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
（
公
共
用
水
域

に
排
出
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
処
理
施
設
に
つ
い
て
は
、
当
該
処
理
施
設
に
水
を
排
出
す
る
特
定
事
業
場
の
属
す
る
業
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種
に
属
す
る
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
排
水
基
準
は
、
改
正
後
の
排
水
基
準
省
令
第
二
条
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場

合
に
お
け
る
検
出
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
水
質
汚
濁
防
止
法
第
二
条
第
二
項
の
特
定
施
設
（
設
置
の
工
事
が
な

さ
れ
て
い
る
施
設
を
含
む
。
）
を
設
置
す
る
特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
亜
鉛
含
有
量
に
つ
い
て
の
排
水
基
準

に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
六
月
間
は
、
改
正
後
の
排
水
基
準
省
令
第
一
条
及
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十

六
号
。
以
下
「
海
洋
汚
染
防
止
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
排
出
を
行
っ
て
い
る
者
が
同

号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
排
出
を
行
う
場
合
に
お
け
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「

海
洋
汚
染
防
止
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
埋
立
場
所
等
排
出
廃
棄
物
判
定
基
準
省

令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
六
月
間
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埋
立
場
所

等
排
出
廃
棄
物
判
定
基
準
省
令
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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第
五
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い
う
。
）

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可
又
は
当
該
申
請
に
係

る
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
、
同
法
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
る
市
町
村
の
当
該
届
出
に
係
る

一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
同
法
第
十
五
条
の
二
の
四
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
る
者
の
当
該
届
出
に
係
る
一
般

廃
棄
物
処
理
施
設
（
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
限
る
。
）
に
係
る
技
術
上
の
基
準
及
び
維
持
管
理
に
係
る
技
術
上
の
基

準
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
六
月
間
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
最
終
処
分
基
準
省
令
別
表
第
一
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
廃
棄
物
処
理
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
許
可
を
申
請
し
て
い
る
者

の
当
該
許
可
又
は
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
及
び
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準

に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
六
月
間
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
最
終
処
分
基
準
省
令
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
一
般
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お
い
て
一
般
廃
棄
物
の
埋
立
処
分

を
行
う
場
合
に
お
け
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
三
条
第
三
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号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）

第
一
条
の
七
の
三
第
三
号
に
規
定
す
る
設
備
の
基
準
並
び
に
同
規
則
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
措

置
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
六
月
間
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
最
終
処
分
基
準
省
令
別
表
第

一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
海
洋
汚
染
防
止
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
排
出
方
法
に
よ
る
排
出
又
は
同

条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
の
排
出
を
行
っ
て
い
る
者
が
行
う
排
出
に
係
る
埋
立
場
所
等
（
海
洋
汚
染

防
止
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
埋
立
場
所
等
を
い
う
。
）
に
設
け
ら
れ
て
い
る
余
水
吐
き
か
ら
流
出
す
る
海
水

の
水
質
に
つ
い
て
余
水
吐
き
か
ら
流
出
す
る
海
水
の
水
質
に
つ
い
て
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
二
年
総
理
府
令
第

三
十
八
号
）
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
排
水
基
準
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
六
月
間
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
最
終
処
分
基
準
省
令
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
六
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
六
十
一
号
。
以
下
「
南

極
環
境
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
て
い
る
者
又
は
確
認
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
確
認
又

は
当
該
申
請
に
係
る
南
極
地
域
活
動
（
南
極
環
境
保
護
法
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
南
極
地
域
活
動
を
い
う
。
）
に
お
い
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て
行
う
液
状
廃
棄
物
（
南
極
環
境
保
護
法
第
十
六
条
第
二
号
に
規
定
す
る
液
状
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
海
域
へ

の
排
出
に
係
る
液
状
廃
棄
物
に
つ
い
て
南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
基
準

に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
六
月
間
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
別
表
第
八
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
七
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
省
令
の
附
則
に
お
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
の
許
可
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
の
許
可
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
環
境
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

附
則
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
環
境
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。
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附
則
第
四
条
中
「
第
十
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
十
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

附
則
別
表

項

目

業

種

許
容
限
度

亜
鉛
含
有
量

金
属
鉱
業

五

（
単
位

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き

無
機
顔
料
製
造
業

ミ
リ
グ
ラ
ム
）

無
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
（
ソ
ー
ダ
工
業
、
無
機
顔
料
製
造
業
、

圧
縮
ガ
ス
・
液
化
ガ
ス
製
造
業
及
び
塩
製
造
業
を
除
く
。
以
下
同
じ

。
）

表
面
処
理
鋼
材
製
造
業

非
鉄
金
属
第
一
次
製
錬
・
精
製
業

非
鉄
金
属
第
二
次
製
錬
・
精
製
業

建
設
用
・
建
築
用
金
属
製
品
製
造
業
（
表
面
処
理
を
行
う
も
の
に
限

る
。
）
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溶
融
め
っ
き
業

電
気
め
っ
き
業

下
水
道
業
（
金
属
鉱
業
、
無
機
顔
料
製
造
業
、
無
機
化
学
工
業
製
品

製
造
業
、
表
面
処
理
鋼
材
製
造
業
、
非
鉄
金
属
第
一
次
製
錬
・
精
製

業
、
非
鉄
金
属
第
二
次
製
錬
・
精
製
業
、
建
設
用
・
建
築
用
金
属
製

品
製
造
業
（
表
面
処
理
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
、
溶
融
め
っ
き
業

又
は
電
気
め
っ
き
業
に
属
す
る
特
定
事
業
場
（
下
水
道
法
（
昭
和
三

十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特

定
事
業
場
を
い
う
。
備
考
第
二
項
に
お
い
て
「
下
水
道
法
上
の
特
定

事
業
場
」
と
い
う
。
）
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
を
受
け
入
れ
て
い
る
も

の
で
あ
っ
て
、
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

備
考１

中
欄
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
特
定
事
業
場
（
水
質
汚
濁
防
止
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
場
を
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い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
時
に
中
欄
に
掲
げ
る
業
種
以
外
の
業
種
に
も
属
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
亜
鉛
含
有
量
に
係
る
排
出
基
準
に
つ
い
て
は
、
下
欄
に
掲

げ
る
も
の
を
適
用
す
る
。

２

「
一
定
の
条
件
」
と
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
た
値
が
二
を
超
え
る
こ
と
を
い
う
。

ｉ
ｉ

Σ
Ｃ
・
Ｑ

Ｑ
ｉ

ｉ

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｃ
、
Ｑ
及
び
Ｑ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

ｉＣ

当
該
下
水
道
に
水
を
排
出
す
る
下
水
道
法
上
の
特
定
事
業
場
ご
と
の
排
出
す
る
水
の
亜
鉛
含
有
量
の
通
常

の
値
（
単
位

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

ｉ
Ｑ

当
該
下
水
道
に
水
を
排
出
す
る
下
水
道
法
上
の
特
定
事
業
場
ご
と
の
排
出
す
る
水
の
通
常
の
量
（
単
位

一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）

Ｑ

当
該
下
水
道
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
通
常
の
量
（
単
位

一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）
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